
                                    令和２年３月２４日 

保 護 者 各 位 

                                                               県 立 宮 崎 南 高 等 学 校 

                                                                校 長  内 田  信 昭 

 

校庭開放に伴う留意事項について 

 

 春暖の候 保護者の皆様におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。  

 また、日頃より本校の教育活動に御理解をいただき感謝いたします。 

さて、標記の件につきまして県教育委員会の方針に沿って、本校でも校庭を開放いたします。 

つきましては、下記にもとづき運営してまいりますので、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

記 

 

１ 校庭開放日（※開放対象者は本校生徒に限る） 

  ３月２６日(木)、３月２７日(金)、３月３１日(火) 

２ 開放時間 

  １年生  ９：００～１１：００ 

  ２年生 １４：００～１６：００ 

３ 開放施設 

  屋外運動場（ただし、雨天時は開放しない。） 

  ※屋内施設（体育館・図書館等）及びテニスコートは監督の関係上、開放しない。  

４ 留意事項 

○ 登下校並びに活動中の服装については学校指定の体育服やジャージとする。 

○ 個人による日常的な運動（ジョギング･散歩等）を行う。ボール等の持込みは認められない。 

○ 接触を伴う活動（サッカー･バスケットなど集団で競技すること）や、一つのボールを介して複数の

人数で行う活動（バレーボールやキャッチボール）は行えない。 

○ 給水のための水筒や汗を拭くタオル等は各自持参し、他者と共有しない。 

※参加には保護者の承諾書(形式は問わない、手書きでもワープロでも可)が必要となります。記載事項は

①参加する日 ②参加する生徒の学年・クラス・氏名 ③保護者氏名（押印）でお願いします。  

生徒のみなさんは、記入した用紙を育鵬館付近に待機している職員へ提示してください。 


